
日
、

本

の

國

際

法

の

受

容

鳶

大

差
口

梧

膚

1

一二三

日

本

の

・開

港

と

國

際

法

日
本
に
お
け
る
國
際
法
研
究
の
端
初

明

治

維

新

と

國

際

法

(
註

ご

日
本
の
開
港
と
國
際
法

■

日

本

が

、

傳
統

的
な
鎖

國

主
義

を
抱

棄

し

て
、

欧

米
諸

國

に
樹
し

て
港

津

を
開

放

し

、
國

際

砒
会

の

一
員

に
初

め

て
組

み
入

れ

ら
れ

る

に

い
た

つ
た

の
は
、

米
國

海

軍

代
將

ペ
リ

ー

α
o
昌
唇

o
q
o
8

嵐
暮

爵

①
瑚

O
乙
げ
話

犀
げ

団
Φ
罎
団

(
H
刈
㊤
癬
ー
H
Q◎
鵠

)

の
遠

征

の
結

果

と

さ
れ

る
。
本

年
(
一
九

五

三
年
)
は

、

實

に

ペ
リ

ー
浦

賀

來

航

の
百
年
祭

に
當

つ
て
お

り
、

わ
が
國

に
お

い
て
盛

大
な

記
念

行

事

が
行

わ

れ

た

。

一
八

五
三

年

(
嘉

永

六
年

)

七

月

(
奮

暦

六
月
)

、

ペ
リ

ー
提

督

は
、

軍
艦

四
隻

を

ひ

き

い

て
、

那

覇

属
蟄
b
げ
鉾

を

出
港

し

て
浦

賀

に

入
り

、

わ
が
開

國

を
嬰

求

し
た

。

ペ
リ

ー
提

督

の
持

参

し
た

米

國
大
統

領

ブ
イ

リ

モ

ア

目
筥

背

q

周
臼

冒

o
器

の
日

本
國

王

に
あ

て
た

99

書

翰

.
団
昌
び
目
。

♂
津
霞

o
h

目

沖自
葭

山

岡
崖

冨

窪

9

国

$

峯

①
暮

o
隔
さ

①

q
三
8

簿

ζΩ
げ
暮

霧

o
冷
P
B
。
同
ざ

斜

酔
o

閏
δ

冨

で
①
艮
鑑

2

日

喰

の

國

際

法

の

受

容

9

づ



9

・

9

2

商

學

討

究

第
四
巻

第
三
號

へ

目
a
o
馨
ざ

酔
げ
o

国
罠
娼
霞
o
目

o
h
智

b
瀞
昌
・

は
七

月

十
四

日

(
犬

曜

日
)

に
、

浦

賀

の
海

岸

に

お

い
て
、

徳

川
終

軍

の
代

理
者

と

し

て

の

戸

田
伊

豆
守

日
O
魯

-H
爵

雫

昌
㌣
屡

昆

井

戸
石

見

守

H
8

』
詔
蟄
岩
即占

O
-国
鈴
昌

に
手

交

さ
れ

た
。

一
八
五

二
年

十

一
月

十

三
日

附

け

の

フ

ィ

リ

モ

ァ

の
書

翰

の
中

に

、

「
余

が
張

力

な

る
艦

隊

を

も

つ

て

ペ

リ

ー

提

督

を

派

遣

し

、

陛

下

の
有

名

な

る

江

戸

市

を

訪

問

せ

し

め
た

る

唯

一
の
目

的

は

次

ぎ

の
如

し

。

即

ち

、

友

交

、

通

商

、

石

炭

と

食

糧

と

の
供

給

及

び

わ

が

難

破

民

の
保

謹

こ

れ

な

り

。
」

.、円
ぽ
o
。。
o

鴛

①

鵠
6

0
三

同

〇
三

〇
〇
訂

h
o
目

訂
ぼ

o
犀

H

}
欝
く
o

辺。
①
暮

O
o
目
送
o
山
o
器

団
o
胃

ざ

司
客
げ

費

娼
o
詔
①
ほ

巳

の
ρ
g
簿
山
目
o
♪

8

娼
艶
望

ρ

ユ
。。
詳

酔
o

同
o
⊆
目

H
日
娼
①
艮
9

目

a
①
石。
ξ

、ロ。

目
o
帽
o
詔
昌
φ
含

o
詳
鴇

o
h

同
o
衛
o

"
け
ざ
昌
鋤
コ。
ぽ

う

o
o
目

B
o
巳

①
"

蟄

ロ
目
b
b
ぞ

o
馬

o
o
呂

欝
昌
暫

層

o
〈
冨
ご

賢
・。
埴
鉾
昌
伽

層

曾

①
。
げ
δ

昌

h
o
目

o
自

。。
ぼ

娼
司
円
o
。
犀
o
自

娼
Φ
o
覧

Φ
、、
と

、

ペ

リ

ー
遠

征

の
目

的

を

明

ら

か

に

し

て

い

る

。

江

戸
幕

府

な

が
、
浦

賀

に
お

い

て
、

米

國

の
國
書

を
受

け

と

つ
た

之

と
は

、
異

例

で
あ

つ
た

ば

か

り

で
な

く

、

さ

ら

に

そ

の
古

き

法

律

を

修

正

し

'

て
、

勢

年

(
安

政

六

年

)

三

月

三

十

一
日

に
、

神

奈

川

に

於

い

て

「
日

本

國

米

利

堅

合

衆

國

和

親

條

約

」
日
器

暮

M

O
{
団
①
舘

①

鉾
β
臣

b
房
崔
同
げ
客

≦
o
o
賢

感

o

囲
日
b
ぽ
o

o
晦

蜜

鵠

昌

蟄
β
伽

序

ρ

d
艮
ゆ
①
山
・
oQ
言
酔
$

o
恥

b
目
①
艮
魯

を
締

結

す

る

こ
と
を

余

儀

な

く

さ

れ

た
。

こ
の
神
奈

川
條

約

は

、

日
本
開

國

の
先

聲

で
あ

り
、

十

ニ

カ
條

と

い
う
極

め

て
簡

輩

な
條

約

文

で
あ

つ
た

が
、

日
米
雨

國

間

の

一

世

紀

に
績

い
た

友

好
な

國

交

の
基
礎

を

作

つ
た

も

の
で
あ

る
。

右

の
條

約
第

一
條

は

、

左

の
如

く
、

理
想

と

希

望

と
を

告

げ

る
大

文

字

で

あ

つ
た

。

日
本

と
合

衆

國

と

は
其

人
民

永
世
不

朽

の
和

親

を

取
結

び

場
所

人

柄

の
差
別

無

之
事

。
日
ぽ
霞
o

・。冨

目

げ
o
袋

b
o
民

。
簿
矯
娼
自
舅
聾

①
暮

蟄
渥
山

目
三

く
o
話
筥

需

欝
o
ρ

鈴
昌
自

蟄

巴
β
o
o
目
o

欝
昌
q

o
o
目
臼
欝
一
帥
目
一酔
同

び
o
鹸
ぞ
o
o
β

"
げ
o

国
目
娼
ぼ
o

o
h
匂
即
娼
拶
昌

o
昌

酔ぽ
o

o
昌
o
娼
霞
ρ

醤
β
幽

酔
げ
①

d
昌
詳
①
働
.
qQ
げ
暮

①
ω

o
h

書

①
臣

o
欝

o
昼

げ
犀
o

o
げ
げ
o
円

娼
葭

計

費
ロ
9

げ
①
"
薯
⑦
o
β

♂
財
①
胃

娼
①
o
娼
ざ

H
$

喝
o
o
菖
く
巴

争

詔
津
げ
o
葺
"

①
メ
o
o
娼
菖
o
β

o
出
喝
①
毎
o
昌
コo
o
月
帽
冨
o
窃
●

隔

こ

の
勅
奈

川

條
約

は
、

績

い

て
日
本

と
英

露

と

の
間

の
條

約
を

生

む
機

縁

を
造

り

、

一
八
五

四
年

(
安
政

六
年

)
十

月

十
四

日
長

崎

に

●

300



、

3

お

い

て
、

「
日
本
國

大

不

列
顛

國
約

定

」
(
ス
タ

リ

ン
グ
條

約
)

O
o
鐸
く
o
昌
菖
o
β

び
①
穿

$

β

智

冨

蟹

彗

自

調
鼠
言
ヨ

(
qQ
8
臣

⇔
σq
、。α

O
o
昌
く
。
暮

ご
β
)

が
調
印

さ

れ
、

一
八

五
五
年

(
安

政

二
年
)

二
月

七

日

下

田

に
お

い

て
、

「
日
本

國
魯

西

亜

國

通

好
條

約

」

プ

ー

チ

ア

チ

ン
條

約

)

日
H
$

ξ

げ
。
箸

o
。
β

智

b
導

碧

伽

控

。・
。・
一
即
.

(
男
o
暮

貯
寓
昌
①
㎡

日
目
①
9

団
)

が

取

極

め

ら

れ

た

。

プ

ー

チ

ア

チ

ン
條

約

●

は

、
米

英

の
條

約

文

と

ほ

讐
同

一
系
統

に
属

す

る
が

、
面

白

い
こ
と

に
は
、

そ

の
第

二
條

に
お

い
て
、
千
島

列
島

に

つ

い
て
爾

國

の
國

境

を
定

め
、

エ
ト

ロ
ブ

島

国
8
H
o
o
娼

は
日

本

に
馬

し
、

エ
ト

ロ
プ
島

よ

り
北

の
千
島

諸
島

は

ロ
シ
ァ
に
属
す

る
も

の
と
な

し
、

さ

ら

に

カ

ラ

フ
ト
島

(
の
鑓
σq
冨

居
o
昌
)

は

爾

國

の

共

有

、

國

際

法

的

な

用
語

で
言

え
ぱ

、

8

昌
動
o
B
冒
ぼ
日

と
し

て

、
界

を

分

け
な

か

つ
た

。

千

・島
列
島

は

、

一
八
七

五

年

五
月

七

日

の
臥
露
條

約

(
日
月
巴
ま

自
.価
。
げ
碧

σq
o

幽
o

一出
o

q
Φ

O慶
爵

げ
震
崔
置
①
o
げ
創
q

鵯

o
自
娼
①

働
o
の

密

。。

国
o
ロ
ユ
ざ
。。
o
β
書
①

♂

智

娼
o
昌

o
ゆ
富

蜀
霧

。。
す

に
よ

つ
て
、

樺

太

の
構

利

を
露

國

に
譲

り
渡

す

こ

と

の
交

換

と
し

て
、

シ

ユ
ム

シ

ュ
島

(
O
ぎ

目
巨
。
}δ
琿
)
以

南

の
全
島

が

日
本

に
確

保

さ

れ

る

に

い
た

つ
た
。

こ

の
千
島

に
關
す

る
史

實

は

、

一
九
五

一
年

の

「
日

本

と

の
李

和
條

約

」
弓
①
零

Φ

日
器
暮

団

白
詳
犀

智

饗

β

の
領

土
條

項

を
解

澤

し

て
、

千
島

の
範

團

を

決
定

す

る
場

合

に
極

め

て
重

大

で

あ

る
か

ら
、

こ

瓦
に
言

及
し

て
お
く
。

ペ
リ

ー

の
來

航

は
、
神

奈

川
條

約

を
締

結

す

る

に
成
功

し
た

が

、
、日
本

は

こ
れ

に
よ

つ
て
、

三
港

(
箱
館

・
下

田

・
長

崎

)

を
開

港

し

た

け
れ

ど

も

、
立

寄

港

と

し

て
認

め
た

に
過

ぎ
す

、
船

舶

用

の
…燃
料

・
水

・
食
糧

を

入

手

せ

し

め

る
け

れ
ど

も

、

廣

く

通
商

を
許

し

た

も

の

で
は

な

く

、

さ
ら

に
商
人

の
來

佳

な

ど

は
問

題

に
す

ら
な

つ
て

い
な

か

つ
た

。
外

國

貿
易

に
樹

し

て
日
本

を
開

放

し
た

も

の
は
、

次

ぎ

の

登

場

入
物

た

る

タ

ウ

ン
ゼ

ン
ド

・
ハ
リ

ス

円
O
宮
房

o
β
勉

国
霞
目
謎

(H
Q◎
○
や
ー
諺

)

で
あ

つ
た

。

一
八

五

五
年

八
月

叫

日

、
米

國
政

府

は
、

ハ
リ

ス
を
駐

日
総

領

事
褻

外

交
代

表

に
任

じ

、

日
本

と

の
通

商
條

約

を

交

渉
締
結

す

べ
き
全

椹

を
彼

に
附

與

し

た

。

翌
年

(
安

政

三
年

∪

八
月

、

サ

ン

。
ジ

ヤ

シ
ン
ト
號

筈

①
の
碧

魯

。
営
ま

に
乗

つ

て
、

ハ
リ

ス
は
、

日
本

の
下

田

に
到

り
、

九
月

四
日

に
玉

泉
寺

(
Φ
望
o
犀
易

o
聲
智
)

に
最

初

の
米

國

の
領

事
旗

が

掲

げ

ら

れ
穴
。

日

本

の

國

際

法

の

受

容

、

'
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、

4

'

商

學

討

究

第
四
巻

第
三
號

・

ハ
リ

ス
は
、

外

交

使
笛

は
、
國

際
法

上

に
お

い

て
相

手

國

の
首

都

を
訪

問

し
と

玉
に
駐

削

す

る

こ
と

が
で
き

る
と
強

硬

に
主

張

し

、

一

八

五
七
年

(
安
政

四
年
)

十

一
月

末

に
江
戸

に
入

り

、

十

二
月

六
日

(
奮
暦

+
月

七

日

)
將

軍

と
接

見

を

許

さ

れ

、
幕

府

の
當

局

に
樹

し

世

界

の
大
勢

を

読

い
て
通

商
條

約

の
締

結

の
必

要
を

力
読

し
た

。

ペ
リ

ー

の
方

法

は

、
海

軍
力

を

背

景

と

し

て
探

ら

れ
た
毅

然

た

る
態

度

で

あ

つ
た

が

、

ハ
リ

ス
の
武

器

は
、
國

際

肚

会

の
必
要

と

常
例

を
読

く

忍

耐
強

い
雄
辮

で
あ

り
た

。

一
八
五

七

年

十

二
月

十

二

日

に
堀

田

備

中

守

国
o
窪
蟄

国

8
}員
出

9
員
鑓
目
一
の
邸

に
お

け

る

ハ
リ

ス
の
演

読

は
西
蒸

氣

船

の
獲

明

か

ら
設

き

起

し

て
、

國
際

通
商

の
盛

ん
と

な

つ

て
き
た

事

實

を
陳

べ
、
日

本
も

鎖
國

政

策

国
図
。
罫
巴
o
嵩

団
9
ざ
鴇

を

こ

の
ま

玉
堅
持

す

る

こ
と
は

不

可
能

で
あ

る
と
断

定

し

た

。
米

國

の
希

望
す

る

こ
と

は
た

穿
三

り
で

あ

る
。
一
は

、
外

國

公

使

の
江

戸

に
駐

剤

す

る
権

利

で
あ

り

、
二

は
、

官
憲

か

ら

の
干
渉

の
な

い
自

由
貿

易

の
許

可

で

あ
り

、

三

は
、開

港

場

の
敏

を

増

加
す

る

こ

と

で

あ

つ
た
。
駐
計

浮

①

器

o
①営

ご

昌

o
馬

馬
o
同
o
黄
昌

冨
置

冨
富
屋

け
o

目
霧
崔

①

暮

団
o
q
P

悼
賢
働
"
夢

①
皆

8

角
o
冒

o
埼

庁
同
艶
山
o

司
崔

厨

窪

①

智

辱
欝
ぎ

訟
①

薯
一夢

o
暮

酔
ぽ
Φ

置
8
馬

霞
o
口
8

0
h

Φ
o
<
霞

昌
日
①
暮

o
跨

ざ
o
屋

脚
麟
旨
臼

こQ
a

矯
酔
ぽ
o
o
窓

昌
昌
σq

o
{.
暫
幽
臼
寓
o
β
舘

律
霞

び
o
話
.

「

ハ
リ

ス
は
、
公

使

の
江

戸

駐
刮

と
互
市

通

商

を
嬰
請

す

る

に
當

り

、
し
ば

し
ば

國
際

公
法

に
よ
り

信
昌
衛
角

慈

o

冨
宅
徽
o
唐

β
暮
ご
聲
。。
、

彼

の
主

張

を
根

撮

づ
け

る

こ
と
を

試

み
た
。

日
本

人

に
と

つ

て
は

、
國

際

法

と

い
う
言

葉

は
初

耳

で
あ

る
。

ハ
リ

ス
は

、

國

際

法

に
櫨

り

、
使
館

の
不
可
侵

蜀
目
暮

o
霞
の
①

自
o

一、ぽ
簿
9

を

主

張

し

て
、

日

本

側

の

監

貌

的

な

警
察

隊

の
撒

去

を
求

め
、

使

節

の
治

外
法

椹

①
鉾

旨
占
⑦
崔

詳
o
匡
9
騨
団
を

固
守

し

て
、
街

の
自

由

な

遊
歩

を
働

行

し

、
ま

た

地
方

民
を

し

て
使

節

用

の
物

品

を
購

入

す

る

こ
と

を

担
否

せ

し

　　

ご
　

め
る
こ
と
は
、
條
約

の
違
反

で
あ
る
と
抗
議

し
た

。
同

時

に

ハ
リ

ス
は
、

ア

ロ
ウ
號

茜
①
穿
湾
o
自

事
件

に
よ

つ
て
捲

き
起

さ
れ
た

中

國

の
情
勢

を
利

用
し
て
、
日
本
當
局

に
心

理
的
な
昼
力
を
加

え
る

こ
と
を

忘

れ

な

か

つ
た

。

長

崎

の
和

蘭

領

事
ク

ル

チ

ウ

ス

日
●

国
.
U
8

犀
霞

O
霧
試
自
。。

は
、
英
清

の
葛
藤
を
幕
府
當
局

に
傅
え

て
、
、日
蘭
間

に
早
く
日
本

に
と

つ
て
有
利
な
通
商
條
約

を
締
結
し

て
お

く
方
が
賢
明
で
あ

る
と
力
読

し
、

一
八

五
七
年

(
安
政
四
年
)

十
月

十
六
日

に
長
崎

に
お
い
て
、

「
日

本

和

蘭

爾
國
全
椹

追
加
條
約

」
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5

跨
島
象

菖
o
昌
Φ
ざ

臣
昌

涛

巴

o
β
噂
o
<
o
困
o
o
嵩
σq
①
犀
o
葺

o
目

ε

。。
ロ
o
げ
①
昌

阜
o

属

Φ
q
霞

冒

置
窪
。・
o
げ
o

①
昌

蜜

娼
蟄
塁

o
ぽ
㊦

Φ
o
<
9

罠

蟄
σq
蕗

σq
①
昌

が

調

印

さ

(
註

一5

れ
た
。

こ
れ
は

日
本

が
外
國
と
締
結
し
た
最

初

の
通
商
條
約

で
あ

つ
た
が
、

日
本
は
和
蘭

と
は
長
く
長
崎
港

か
ら
貿
易
を
績
け

て
き
た
も

の
で
、
未
だ

一
般
的
な
開
國
政
策

へ
縛
換
を
表
示
し

て
い
る
も

の
で
は
な
か

つ
た
。
そ
れ
故

に

ハ
リ
ス
が
日
本

に
國
際
砒
会

の
通
義
を
守

つ
て
、
開

國
を
計

る
べ
き

こ
と
を
主
張
し
た

こ
と
は
、
古

い
制
度

を
墨
守
す

る
日
本
側

の
世
界
観
を
震
撚
せ
し

め
て
や
ま
な
か

つ
た

。

外
交
交
渉

に
お
い

て
、
先
方

の
全
椹
委
員
は
、
必
す
國
際

法

に
よ

つ
て
と

い
う
言
葉

を
振
り

廻
し
た

。
當

時

の
外
交
折
衝

に
は
、
和
蘭

へ

語

及

び
中

國

語

、

と

り

わ

け
和
蘭

語
が

、
媒

介

語
と

し

て
使

用

さ

れ
た

。
英

語

が

和
蘭

語

に
翻

課

さ
れ

、

さ

ら

に
そ

れ

が

日
本

語

に
重

繹

さ

れ

た
。

日
本

は

そ

の
逆

の

コ
ー

ス
に
よ

つ

て
、
英

語

に
重

課

さ

れ

た
。

し

か
も

そ

の
醗

鐸

は

甚

だ

拙
劣

で
あ

り

、

日
本

側

の
通

辮

の
語

学
力

は

一
世
紀

以

上

も
前

の
古

臭

い
も

の
で

、新

ら
し

い
國
際

知

識

は

全
然

訣

け

て

い
た

。

先

方

の
委
員

が

、
國
際

法

と

い
う
言

葉

を
頻

繁

に
使

用

し
た

が

、
幕

府
方

で
は
國

際
法

の
艦

系
は

勿

論

、
そ

の
個

別

規

定

ま

で
、

さ

つ
ば
り
判

ら
す

、

た

雲

こ
れ

を

、

「
萬

國

普

通

之

法

」

「
萬

國
普

通

之
常

例

」

「
萬
國

普

通
之

公

法

」
叉

は
、

「
欧
羅

巴

之

法

」

「
鰍
羅

巴
通
國

之

法

」

と
和

解

し
、

て
れ

を
文

字

通

り

に

鵜

呑

に
す

る

に
す

ぎ

な

か

つ
た

。

日
本

人

は
、

傳
統

的

な

敏
養

、

と

り

わ

け
古

曲
ハ
的

嘆

学

の
素

養

に
よ

つ

て
、
國

際

法

を

、

「
天

地
之

道

」
叉

は

「
宇
内

之

公
道

」
と
直

感

的

に
了

解

し
、

そ

こ

に
儒

教

O
o
藍

賃
。
宣
艮

。。冨

の

「
天
道

」
が
常

に
蓮

想

さ
れ

て

い
た
。

日

本

人

の
思

想

は

長

く
佛

教

と
儒

敏

に
よ

つ
て
培

わ
れ

て
き

た

も

の
で
、

ご

と

に
幕

府

の
役

人

の
考

え
方

は

、

全

く
儒

敏

、
な

か

ん

す
く

そ

の

一
派

た

る
朱

子
学

.0Ω
o
ぽ
o
o
一
〇
h

O
げ
宰

審
=

(
口
8

1
這

O
O
)

に

影

響

さ

れ

て

い

る

。
朱

子
学

は

道
学

ま

た
は

宋

学

と
も

呼

ば

れ
、

周

敦

頓

O
げ
o
部

目
目
亭
H

q
O
目
引
1
"
Q⇔
)
に
ょ

つ

て
創
設

さ
れ
、

張
横

渠

O
露

昌
σq

国
曾

σq
6

ぽ
、缶

(H
O
bg
O
I

H
O
ミ

)

及

び

二

程

子

(
程

明

道

Ò
ぽ
鳩曾

σQ

旨

ぎ
σq
-円
節
ρ

↓
O
QΦ
b9
ー

μ
O
Q。
獣
馳
程

伊
川

O
げ
、曾

㎎

H
6

げ
ゴ
欝
戸

戸
O
器

ー
H
ド
O
刈
)

に
よ

り
磯

展

さ
せ
ら

れ

、

朱

子

に
よ

つ

て
大

成

さ
れ

た

中
國
哲

学

の

一
艦

系

で
あ

つ

て
道

理

と
秩

序

を
尊

重

す

る
東

洋

の
自

然

法

学

派

で
あ

つ
た

。
朱

子
学

は
、

徳

川

家

康

日
o
堺
q
σq
費
司
欝

H
①
曳
器
離

(
昌
α
薗

～
鵠

H
O
)
に
よ

つ

て
、

幕

府

の
御

用
学

と

し

て
公
認

さ
れ

、

そ

の
学

派

の
単
者

は
幕

政

の
顧

問

と
し

て
探

用

さ
れ

た

。
外

日

本

の

國

際

法

の

受

容
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6

商

學

討

究

第
四
巻

第
三
號

國
側

の
交

渉
委
員
は
、
自
分
が
振
り
ま
わ
し
た
國
際
法
と

い
う
言
葉
が
、
日
本
人
側

に
如
何

に
受
け
と
ら
れ

る
か

に
つ
い

て
は
、
充
分
な

關

心
を
持

つ
た

記
録
は
残

つ
て
い
な

い
。

ハ
リ

ス
は
、
質

問
さ
れ

て
國
際
法

の
説

明

に
非
常
な
忍
耐
彊

さ
を
示
し
、
外
交
官

の
特
権

に
關

(註

四
)

.

し

て
長

い
不
愉

快
な
論
議
を
績
け
た
。

ハ
リ

ス

の
交

渉

の
賢
明

さ

は
、
日
本
側

に
時
間
を
與

え
た

と
こ
ろ
に
あ

つ
た
。
そ

し
℃
、
こ

の

間

に
於

い
て
、
日
本
側
は
、
傳
統
的
な
鎖
國
政
策
を
是
正

し
て
、
開
港
政
策

に
縛
換
す

べ
き
心

の
準
備
を
與

え
ら
れ
、
さ
ら
に
反
樹
論

に

封
抗
す
る
有
力
な
武
器

、
す
な

わ
ち
國
際
法
を
國
内
關
係

に
利
用
す
る

こ
と
を
学
び
と

つ
た
。
開
國

が
、
宇
内

之
公
道

で
あ
る
な

ら
ば
、

儒

教

の
信
奉
者

に
と
つ
て
は
、

こ
れ
を
拒
否
す

る
根
振

が
消
散
す

る
に

い
た

る
わ
け
で
あ
る
。

.
ハ
リ

ス
と
鷹
接

し
た
日
本

の
外
交

の
先
畳
た

る
堀

田
備

中
守
正
睦

国
o
酔
言

国
一8
ぼ
亭
賢
9
国
鈎
影
一
崔
器
2

同
o
。。
冨

(
μ
Q◎
H
O
ー
忠

)
は

ハ
リ

ス
の
江
戸
訪
問

の
前

に
、
す

で
に
下
田
よ
り

の
通
信
な
ど

に
よ
り
國
際
法

の
観
念

に
接
し

て
お
り
、

一
八
五
五
年

(
安
政

二
年
)
春
自

か

ら
筆
を
執

つ
て
、

強
硬

な
俗
僚
な
ど

の
抗
議

に
答

え
、

互
市
通
商
は
萬
國
普
通

の
規
則

で
あ

る
と
、
開

港

の
口
實
を
國
際
法

に
求
め
、
鎖

國

政
策

の
修
正

の
や
む
を
え
な

い
こ
と
を
主
張
し
た
。

さ
ら

に
堀
田
正
睦

は
、

ハ
リ

ス
の
出
府

の
願

に
關
し

て
は
、
頑
愚
な
反
劉
論

に
耳

を
貸
さ
す

、
毅
然

と
し

て
多
数

の
意
見
を
排
除
し
、
將
軍
家
定

H
。
撃
蟄

に
蒸
講

し

て
、

ハ
リ

ス
の
國
書

の
奉
呈
、
江
戸
参
上
な

ら
び

に

登

城
拝
禮

の
許
し
を
受

け
、

ハ
リ

ス
を
江
戸
に
謁
見
す

べ
き
む
ね
を
聲
明

し
た

。
こ

の

一
八
五
四
年

(
安
政
元
年
)
八
月

二
十
八
日

の
布

告

は
、
寛
永
鎖

國
令

(
寛

永
十
二
年

と
十

六
年

の
法

令

お
QΦ
罫
嵩
。⇔
O
)
以
前

の
先
例
を
探

用
し
た
ば
か
り

で
な
く

、
萬
國
普

通

の
常

例
を

根
撮
と
し

て
い
た
。

日
本

の
開
港

外
交
論

の
E
頭
、
井
伊
掃
部
頭
直

弼

目

図
ρ
揖
o
β
白
o
-国
帥
三

男
蟄
o
石・
β
げ
①
(
H
Q。
駐
ー
O
¢
)
は
、
中
川
緑

●

郎
な
ど

の
意

見
を
入
れ

て
、
日
米
間

の
修
好
通
商

b
目
騨
縦

彗

幽

O
o
握

霞
8

を
主
張
す
る
建
白
書
を

一
九

五
三
年

(
嘉

永
六
年
)

に

提

出

し
た

が
、
有
無
相

通
す
る
は
天
地

の
道
な

り
と
断

定

し
て
い
る
。
徳

川
幕

府

の
當
局
は
、
外
國

と
の
外

交
折
衝
を
促
進

す
る
必
要
か

ら
、
さ
ら

に
そ

の
開
國
政
策
を
進
捗
ず

る
用
意

か
ら
、
進

ん
で
國
際
法

の
研
究

に
努
力
を
始

め
る

に
い
た

つ
た
。
儒
教
信

奉
者
た

る
彼
等

は

、
國
際
法

の
自
然
的
性
格

に
東
洋
的
解
澤
を
施

し
、
國
際
法
を
も

つ
て
開
港
問
題

の
萬
能
藥

蜜

昌
器
露

と
考

乏
た

の
で
あ

る
。
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、

4

(
註

一
)

こ

の
問
題

に
關
す

ろ
筆

者

の
邦

丈

の
論
文

は
下
記

の
如
く
で

あ
る
。

「
國
際
法

學

の
綴
受
」

『
拓
大
論
集
』
第

七
巻
第

一
號

(
一
九

三
六
年
)
。

「
國
際
法
學

の
移

入

と
性

法
論
」

『
一
橋

論

叢
』

第

二
巻
第

四
號

(
一
九

三
八
年
)
。

「
三

つ
の
開
國
」

『
現
代

法
學

の
諸

問
題
』

(
一
九

五
二
年

)
。

(
註

二
)

日
げ
o

O
o
目
冨
醇
o
甘
護
昌
9。
】
o
h
臼
o
宅
塁
o
昌
畠

出
§
旨
匂
国
凶門
緯

臣
き
⑦
鼠
o
碧

O
o
蕊
三

〇
g
9
巴

p
昌
侮

冒
貯
按
爾

8

甘
℃
弩
輸
宅

三
冨
ゲ
①
ら

h
o
N
冒
℃
碧

ω
8
風

ざ

累
o
類

く
o
鱒
嚇
H
O
答
魎
℃
℃

・
N
O
S

酷

刈
・

(
註

三
)

大
熊
眞

『
幕
末
期

東
亜
外
交

史
』

一
九

四
四
年
毛

四
頁
。

大

塚
武

松

『
幕
末
外

交
史

の
研
究
』

一
九
五

二
年

一
七
ー

二
〇
頁

。

(
註
四
)

目
拓

O
o
ヨ
豆
①
8

旨
o
ロ
ヨ
巴

o
h
↓
o
司
蕊
①
民

員
碧
言

.
名

・
鼻

糟
℃
や

鵠

S

群
O
H
.

9

7

/

=

日
本
に
ゐ
け
る
國
際
法
研
究

の
端
初

國

際

法

を

、

正
式

に

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
学

校

に
お

い
て
、

学

習

し

た

の
は

,
西

周
助

(
後

の
周

)
翼
尻
ぽ

の
犀
岳

⊆
犀
。
(
冒
酔
亀

箆
B
帥
β
o
)

目
Q◎
悼
O
I
逡

・
津

田
眞

一
郎

(
後

の
眞

道

)
日
。。
肖
山
蟄

砂
げ
置

ざ
げ
岸
O

(
冒
"
①
犀

自

器
蟄
冨
ざ
ぽ

)

(
一
◎σ
毬

ー
目
q50
GQ
)
榎

本

釜

次
郎

(
後

の
武

揚

)

屋
昼
o
日
o
げ
o
国
欝
B
a
謬
o
(
宣
ま
H
日
欝
犀
①
蟄
犀
(
団
Q◎
Q◎
O
I
μ
¢
O
Q◎
)
な
ど

の
わ
が

最

初

の
和
蘭

留

学
生

の

一
行

で
あ

る

。
幕

府

は

、
」
一
八

六

二
年

(
文

久

二
年
)

、

和
蘭

に
軍
艦

を
註

文

し

、

同

時

に
留

学
生

を

派

遣

し
た

。

一
行

は

内

田

恒

吹

郎

(
正

雄

)
d
o
ぼ
塗

日
コ陰
目
β
£
淳
o

(
一暮
曾

旨

羨
鉾
o
)

を
首
領

と
す

る

十

五
名

で

あ

つ
た

。
彼

等

は

一
八
六

二
年

六
月

に
日
本

を

出
稜

し

、

希

望
峰

を

廻
遊

し

、

翌
年

四
月

ロ

ッ
テ

ル
ダ

ム

閑
o
露
Φ
a

o
葺

に
上
陸

し

、

そ
れ

ぞ

れ

專
門

の
学

問

技

術
を

修

得

し

、
臨

國

後

各
方

面

に
お

い

て
日
本

の
文

化

の
獲

達

に

貢

献

し
た

。

・

05

こ

の

一
行

の
中

の

、
西

周

助
、
津

田
眞

一
郎

の
雨
名

は
、
和

蘭

の

ラ
イ
デ

ン

目
①
繁
侮
o
昌

大

学
教
授

の

エ
ス

・
ブ
イ

ッ

セ
リ

ン
グ

ψ

3

日

本

の

國

際

法

の

受

容



一

8

・

商

,學

討

究

第
四
巻

第
三
號

く
尻
。・霞

冒

σq

博

士

に

つ
い

て
、
特

別

の

個

人

教

授

を

受

け
、

法

理

学

き

H
δ
鷲

目
山
。
置
8

國
際

法

H
欝
司

o
h
翼
暮
ご
塗

國

法

学

OΩ
言
診
。Ω同
①
。
ぼ

な

ど

を
学

び

、

一
八

六

五
年

(慶

鷹

元

年

)
眞

先

き

に
瞬

朝

し
、

幕

府

に
お

い
て
、

西

は
國

際

法

、
津

田

は
國

法

を
講

義

へ

'
し

た
。

後

に
そ

の
講

義
が

ま

と
め

ら
れ

て
、

各

々
出
版

さ

れ
た

。

こ
れ

が
有

名

な
西

の

『
萬
國

公
法

』

と
津

田

の

『
泰
西
國

法

論
』

で
あ

る
。

西

の

『
萬

國

公

法
』

は

、

四
巻

の
木

版

本

で
、

一
八

六
八
年

(
慶

鷹

四

年

)
末

に
出

版

さ
れ

た

。

榎

本

釜

次
郎

の
方

は
、

一
行

の
副

首

領

と

し

て
、

海

軍

關

係

の
研
究

を

な

し

、
そ

の
間

に
、
和
蘭

の

フ

レ
デ

リ

グ

ク

津

o
幽
Φ
昌
6
犀
と
言

う

一
敏
授

か

ら

、

佛

の

オ

ル

ト

ラ

ン

匂
①
き

蟹
伽
嵩
9
ま

日
屠

o
自
霞

o

O
艮
巳
§

(
目
o。
O
c。
i
課

)

の

『
海

上

國

際

法

』

彫

σ身
♂
の

冒
叶
霞

冨

銘
o
β
旦
窃

o
酔
∪
甘

一〇
彫
僧
寓
o
創
o

智

冒

㊤

を

学

ん

だ
.
榎

本

は
、

ド

ル
ト

レ

ヒ
ト

U
o
目
臼

o
。
算

の
造

船

所

で
建

造

さ
れ

た

軍

艦

「
開

陽

丸

」

に
乗

つ
て
、

】
八

六

七
年

に
鯖
國

し
た

が

、
直

ち

に
幕

府

海

軍
副

総

裁

と
な

り

、
そ

の
海

上
國

際

法

の
知
識

を

所

々
に
活

用

し

た

。
彼

は
、

箱
館

へ
逃

亡

の
際

に
、
列

國

公

使

に
通

告
し
、

更

に
交

職

團
艦

の
承

認

H
o
。
o
σq
三
寓
8

0
h
ぴ
9
嵩
σq
①
同
①
β
o
図

を

求

め

　　

お
　

る
提
案

を
な

し
、

そ

の
要

件

を
充

す

た

め

に
北

海

道

の
最
初

の
開

拓

を

企

て
た
。

榎

本

は
後

に
海

軍

中

將

と
な

り

、

一
八

七

四
年

全

椹

公

使

と

し

て
ペ

テ

ル

ス
ブ

ル
グ

男
客

。
話
ぴ
o
霞

σq

に
駐

剖

し

、
『
樺

太

千
島

交
換
條

約

』
円
H
。
暮
M

o
h
邑
蓉

げ
碧

σq
①

o
h
夢

σq
ぽ
舘
δ
昌

碧

画

因
母

自
Φ
H
。。
冨
昼
畠

の
調

印
者

と
な

つ
た

。

な

お

こ

の
オ

ル

ト

ラ

ン
の
海

上
國
際

法

は
、

一
八

八

八
年

(
明
治

二

十

一
年

)

に
到

り

、

わ

が

海

軍

の
手

に
よ

つ
て
そ

の
第

三
編

の
職

争

歌

態

自

昌
o

貯
9
。・
冷
冨
少

簿

拶
酔
動
Φ

讐

。員

①

の
個

所

が

完

鐸

さ

れ

て
出

版

さ
れ

て

い

る
。

一
八

六

五
年

(
慶
鷹

元
年

)

に

、
横

須

賀

製
鐵

所

の
設
立

の
目
的

を

も

つ

て
、
外

國

奉

行
柴

田
日

向

守
OΩ
ぼ

び
暮

蟄
]円
気
自
σQ
㌣
昌
㌣

屠
欝
罠
一
を

特

命

理
事
官

と

し

て
英
佛

爾

國

に
派

遣

し
た

と
■き
、
随

員

の
幅

地
源

一
郎

(
後

の
櫻

痴

)
喝
目
犀
口
o
ぼ

Ω
①
三

〇
ぼ
H
o

(
宣
酔
o
尾
O
o
ぽ

)
(
目
Q◎
自

ー

H
O
O
O
)
は

、
國
際

法

を
研
究

す

み
よ

う

に
と
内

命

を
受

け

た

け
れ

ど

も

、
佛

語

の
不

足

そ

の
他

の
事
情

に
よ
り

、
途

に
成
業

す

る

に

い
た

ら

な

か

つ
た

。

幅

地
は
す

で

に

一
八

六

一
年

(
丈

久

元

年
》
幕

府

が
、

竹

内

下
野

守

日
島

①
昌
o
目
。
露

oΩ
露
罠
o
o
の
苧
β
亨
図
ρ
巳
一
松

準
石

見

守

拷
暮
聲

9
缶
量

H
≦
讐

阜

β
o
-屠
費
忌

京

極
能

登

守

国
ヤ
o
σq
o
即
阜

男
o
酔
o
-β
P
國
舘
昌
一

を

使

節

と

し

て
英

・
佛

・
露

。
蘭

・
プ

ロ
シ
ヤ

・

306



ノ

隔

●

9

葡

の
六
國

へ
派
遣

し

、
開

港

の
延
期

の
談

判

を

な

さ

し
め

た
折

、
幅

澤
論

吉

岡
翼
犀
自

蟄
類
蟄

屋

民
。
屠

(
H
Q◎
Q⇔
恥
ー

目
㊤
○
目
)

と
共

に
、
そ

の

ノ

一
行

に
参

加
し

て

い
た

。

從

つ
て
輻

地

は

二
度

目

の
洋

行

を

な

し

た

わ

け

で
、
外

國

事
情

の
覗

察

は
相

當

に

出

來

た

こ
と

と
推
察

さ

れ

る
。

と

の
時

に
彼

は
特

に
新

聞

に
興
味

を

も

つ
て
鰭
朝

し

、
後

に
東

京

日

日
薪

聞

を
主

宰

し

、
有

名

な

ラ

イ

タ

ー
に
な

る
素

地
を

こ

こ

に

造

つ
た

。

ま
た

幅

地
は

一
八
六

九
年

(
明
治

二
年
)

に
、

猫

人

バ

ロ
ン

・

マ
ル

テ

ン

ス

燭
鎚

o
昌

O
ず
節
邑
$

山
①

寓
欝
目
♂o
昌
・α
(
昌

㊤
O
l

団
Q◎
㊦
c⇔
)

の

『
ギ
イ
ド

・
デ

イ
プ

ロ

マ
テ
イ

ク

』
Q
謡
一q
o

伽
首

一Ω
ヨ
麟
露
ρ
目
①

o
目

団
円
仙
o
駐

鋤
o
o
盛
目
o
津
召慶
o
げ
自
①
o。

ho
旨
o
げざ
昌
コΩ
山
o
。。
2
σq
①
昌
宏

象
覧

o
冨
ρ
氏
ρ
コ
$

簿

8

昌
聲

冨
冒
窃

、
μ
Q。
。㊤
b∋

を

ホ
ド

ソ

ン

田
ビ
留

o
昌

の
英

謁
文

か

ら
重

鐸

し

、

『
外

國

交
際

公
法

」

と

題

し

て
、

上

下

二
巻

の
和
本

に
て
出

版

し

た

の
も

、

こ

の
族

行

の
所

産

を
見

る

こ
と
が

出
來

よ

う
。

こ

の

カ

ー

ル

・
デ

・
マ
ル

テ

ン

ス
の

『
ギ

イ

ド

・
デ

イ

プ

ロ
マ
テ
イ

ク
」

は

、
中

國

に
お

い

て
は
、

一
八

六
七

年

(
光

緒

二
年
)

に

『
星

軌

指
掌

』
国
。。冒
σ亀

峯

o

。
ぼ
犀

。
冨

昌
σq
と

題

し

て

、

後

述

す

る

丁
題
良

白

臼

宣
冨

b
●
口

冒

鴛
菖
昌

に
よ

つ

て
漢

羅

さ
れ

て
、

出
版

を
見

て
い

る
。
更

に
、

中

國

を
通

じ

て
、
國

際
法

学

が

わ

が
國

に
輸

入

さ
れ

、

國
際

法

に
關

す

る
漢

繹
書

の
與

え
た

影
響

は

多
大

で

あ

る
。

日

本

の
開
國

、

こ
と

に

一
八
五
八

年

の

ハ
リ

ス
條

約

の
調

印

は

、
阿

片
職

雫

及

び

ア

ロ
ー
號

事

件

に
お

け

る
中

國

の
敗

北

が
、

重

大

な

衝
動

を

及

ぼ

し

て

い
る
。

そ

し

て
阿

片

職
争

以
後

中

國

の
西

洋

研
究

は

盛

ん

と

な

り

、
外

國

人

の
來

華

す

る
も

の
も

多

く

な
り

、

西

洋

に
關

す

る
著

書

も

澤

山

に
出

た

。

こ
れ

ら

の
漢

書

が

直

ち

に
日

本

に
輸

出

さ
れ
た

。

一
八

六
四

年

(
同

治

三
年

)

に
、
在

華

米

宣
敏
師

の
丁
踵
良

ノ
く
岳

罫
B

臣
・
堅

嵐

鴛
寓
β

(
H
Q。
ヨ

ー
目
曽

e

は

、
米

國

の
ウ

イ

ー
ト

ン

国
①
β
曙

詔

}お
暮
o
昌

(
旨

Q。
駅
ー
目
Q◎
窃

)

の

国
冨
目
o
昌
寵

o
捗
H
暮

o
き

2
氏
o
賢
舘

H
蕊
薯

を

漢

羅

し

て
、

「
萬
國

公
法

」
宅

導

冨

o

ぎ

昌
σq

夢

と
題

し

て
北
京

か

ら
出
版

し

た

.

マ
1

チ

ン
は

、

長

老

派

敏
会

団
器
。・
げ
答

㊦
鼠
導

O
冨

器
げ

の
牧
師

で

あ

つ
て
、

一
八

五
〇
年

(
道
光

三
十

年
ゾ

に
寧

波

男
凶σq
や
o

に
來

着

し

、

六

三
年

に
北
京

の
キ

リ

ス
ト
敷

界

を

指
導

し

え
た

ば

か

り

で

な

ー

、
土
語

を
良

く

し
、

ま
す

肇

日
の
漢

課

を

試

み
、

ぢ

シ

ア
の

・
ゴ

乙

。
・・
。
・。

思
想

の
饗

ヨ

ハ
ネ

傳

鵠
、。

。
・
・b
㊦
一
。
h
。,
"

㎝

q
o
冨

.
の
漢

課

を

公

版

し

な

銭
ハ
)
ヨ

ハ
ネ

傳

第

一
章

第

一
節

H
眉

爵

。

ぴ
。
吼

昌
艮

昌
σq

≦
鍵

己
同Φ

輔

o
昌

、

碧

9

夢

①

宅

o
轟

幻
器

話
三

坦

3

日

本

の

國

際

法

の

受
.
容



6

10

商

學

討

究

第
四
春

第
三
號

O
σ
働
噂
蟄
昌
自

嘗

①
零

o
吋
餌

類
鍵

O
o
o
山

の
句

は

、

「
太
初

有
道

、
道
與

上
帝

同

在

、
道

就
是

上
帝

」
と
漢

鐸

さ
れ

た

。
彼

は
、

一
八

五

(
註

七
)

四
年

(
威

豊

四

年

)
團
く
峯
魯

o
霧

o
h
O
昼
昌
。・試
費
三
酔
団

を
著

し
、

こ
れ

を

ポ

ル
ド

ン

野

a

§

が
醗

鐸

し
た

『
天
道
湖

原

』

三

巻

は

、

全

く

中
國

の
天

道

論
か

ら

キ
リ

ス
ト
敷

を
鐙

し

て
、
東

洋

人

の
思

想

に
含
致

す

る
よ

う

に
幅

音

を

読

明

し

て

い
る
も

の

で
、
中

國

入

か

ら

愛
調

さ
れ
た

ば
か

り

で
な

く

、

一
八

八
六
年

(
明
治

十

九

年
)

五
月

日
本

の
啓

蒙

的
碩

学
中

村

正
直

翼
鉾
冨

百
β
養

寓
羨
導

欝
o

(
μ
Q◎
。Q
憎
ー

旨

)

の
手

に

よ

つ

て
重

課

さ

れ
、
横

濱

か
ら
刊

行

さ
れ

、
日
本

人

に
も
有

釜

な

効

果

を

及

ぼ
し

て
い

る
。

マ
ー

チ

ン
は

、
北

京

大

学

(
同

文

館

)

の
学

長

と
な

り

、
外

務
省

(
総

理
衙
門

)

の
官

吏
養

成

に
審

力

し
、

ウ

イ
ー

ト

ン
の
外

に
、

ウ

ー

ル
ジ

イ

臼
ぎ

o
伽
o
器

∪
乱

σq
馨

詞
く
o
o
冒
①
団

(
累
δ
H
i
Q。
㊤
)

及

び

ブ

ル

ン
チ

ユ
リ

イ
匂
o
ゲ
茸

β

国
器
娼
背

ヒ⇔
ぼ
昌
宏
9
μ崔

q

g。
O
Q。
l
Q。
目
)

の
著

書

の
漢

誰

を
行

り
た

。

ウ

ー

ル

ジ

イ

の
H
昌
茸
o
鋤
犀
。
自
o
昌

8

嘗

o

のげ目
身

o
h
H
暮

亀

昌
9
ご
昌
鈴

b
欝
ノく

は

一
八

六
〇
年

に

ニ

ユ
ー

ヨ
ー

ク

に
お

い

て
出

版

さ
れ

て
い

る

が

、

一
八

七

七
年
(
光
緒

三
年

)

に

『
公
法

便

覧

」
昏

β
σ電

営

覧

①
昌

智
昌

と
題

し

て
漢

繹

襲
行

さ
れ
た

。

ブ

ル

ン
チ

ュ
リ

イ

の

∪
舘

罠
o
臼
①
葺

Φ

く
亀

犀
。
罎
。
。
洋

は

、

一
八

六
八
年

に
出

版

さ
れ

て
い

る
が
、

マ
ー

チ

ン
は

ラ

ル
デ

イ

寓

.
O
』

鴛
ξ

の
佛

課

か

ら
重

繹

し

、

一
八

八
〇

年

(
光

緒

六
年

)

に
北
京

か

ら

『
公
法
会

通

」
国
目
口
σq

営

冨

一
ε

β
σq

と
題

し

て
獲

行

し

て

い

る
。
共

に
軍

に
公

法

と
稻

し

℃

い

る

こ
と

に
注

目

せ
ね
ば

な

ら
な

い
。
後

者

は
、

日
本

に
移

入

さ
れ
、

一
八

八

巨
年

(
明
治

十

四

年
)

十

月

に
は
岸

田
吟

香

宍
溢
ぽ
臼

。
喜

。

に
よ
つ

て
呆

語

癒

嚢

行

さ
れ

て
い
る
・(註
八
)

マ
ー
チ

ン
が
、
國
際
法
を

、
萬
國
公
法

さ
ら

に
軍

に
公
法

と
稻

し
、
西
洋

の
自
然
法
と
東
洋

の
天
道
思
想
な

い
し
性

理
思
想

を
結
び

つ

け

て
、
西
洋

の
思

想
と
制
度
を
東
洋

に
自
然

に
移
入
し

よ
う
と
努
力
し
た
賢

明

さ
は
、
高

く
評
償

さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

マ
ー
チ

ン
は
、

多
年
中
國

に
滞
留

し
、
東
洋

の
事
情
な
ら
び

に
そ

の
考

え
方

を
理
解
し

て
い
た

の
で
、

キ
リ

ス
ト
敏

の
普
及

に
天
道
思
想
を
利

用
し
た

ば

か
り
で
な
く
、
國
際
法

の
読

明
に
も

こ
れ
を
活

用
し
た
も

の
と
見

え
る
。

マ
ー
チ

ン
は
、
便
宜

の
た

め

に
天
道
思
想

を
借
用
し
た

の
で
は

な

く
、

心
か
ら

の
自
然
法
主
義
者

と
な

つ
て
い
た

と
思

わ
れ

る
。

マ
ー
チ

ン
の
醗

鐸
と
原
本
と
を
劉

照
し
て
見

る
と

、
原
著
以
上

に
自

然

308

脚

、

P



轡

11

法

思
想

が
顯
著

に
現
出

し
て
い
る
。

マ
ー
チ

ン
は
、
國
際
法

の
法
源
は
、
自
然
法
で
あ

る
と
述

べ
、
自

然
法
と
國
際
法

の

一
致
を
読

い
て

い
る
。

マ
ー
チ

ン
は

巧
み
に
搬

繹

の
操
作
を
施

し
て
、
自
然
法

の
色
彩

の
強

い
國
際

法
論
を
東
洋

に
紹
介

し
た
も

の
と
言
わ
ね
ぱ
な
ら

な

い

。
マ
ー

チ

ン

の
翻

謁

し
た

ウ

ィ
ー
ト

ン
の
國

際

法

は
、

翌

年

(
慶
懸

元
年

)

日

本

に
鯨

入

さ

れ
、
東

京

の
開

成
所

か

ら
複

刻

さ
れ

た

。

當

時

の
日
本

の
知

識

階

級

の
大

部

分

は
漢

学
者

で

あ

つ
て
、
原

書

で
直

接

に
外

國

の
知
識

を

う

る

も

の
は
殆

ん

ど
数

え

る
ほ
ど

し

か

な
か

つ

た

。

マ
ー
チ

ン

の
漢

謁

の
國

際

法

の

テ

キ

ス
ト

は

、
當

時

の
識
者

が
競

つ

て
こ
れ

を
讃

み
、

日

本

の
開

國

政

策

の
樹

立

に
非

常

な

貢

献

を

な

し
た

。

こ

の
書

は

、
そ

の
後

所

々
に

て
種

々
の
版

本

が
複

刻

さ
れ
、

さ
ら

に
和

繹

本

も

出

て
経
典

の
如

き

権
威

あ

る
も

の
と

し

て
日

本

人

に
廣

く
讃

ま

れ
た

の
で
あ

る
。

一
八

六

八
年

(
慶

懸

四

年
)

に
堤

穀

士

志

日
の暮

ω部
巨
一
国
o
。。
ぼ
智

に
よ

つ
て
、

こ

の
書

は

重

鐸

さ
れ

て

い
る
。
堤

の
諜

本

は

、
文
章

が

亭
易

で

は
あ

る

が
、
第

二
巻

第

二
章

十
三
節

ま

で

で
絡

つ

て

い
る

。
ま

た

同

年

五
月

瓜

生

三
寅

d
匡
目

嵐

募

暮

o
旨

は

ウ

ィ
ー

ト

ン
の

・
ー

レ

ン

ス
版

(
宅

げ
o
暮
O
β
㎡

H
暮

o
導

暮
冨

欝
一

日
蟄
ヨ

o
象
宝
自

一
屯

ぞ

・
剴
・
b
欝
ぞ
話

昌
。
o
)

に
ょ

っ

て
、

直
接

に
和

課

し

て
出
版

し

て

い
る

こ
と
も

忘

れ

て
は
な
ら

な

い
。

ウ

ー

ル
ジ

イ

の
國

際

法

は
、

日
本

に
お

い

て
、

箕

作

麟
鮮

崔
客
警

犀
ロ
匡

陶
訂

。。
ぎ

(
目
鎗

O
l
㊤
刈
)

に
よ

つ

て
、
一
八
七

三
年

(
明
治

六

年
)

三
月

、

『
國

際

法

一
名

萬

國

公

法

』

と
題

し

て
出

版

さ
れ
た

。
箕

作

は

日
鉾
司

o
h
属
暮
δ
塗

の
日
本

語

の
定
鐸

「
國

際

法

」

を
考

案

し

た

学
者

と

し

て
長

く

記
憶

さ
れ

る

で
あ

ろ

う
。

ケ

ン
ト

蜜

B
$

図
①
洋

(
旨

O
。⇔
l

H
磐

)

の
國

際

法

(
図

①
暮

㎡

O
o
B
目
o
β
葺

曙

o
昌

H
暮

霞

塁

菖
o
買
旦

日
夢
司
)

は

、

一
八

七

四

年

(
明
治

七
年
)
嚢

縄
征
伐

の
際
、
清

國
政
府

と

の
交
渉

の
便

の
た

め
に
、
蕃
地
事

務
局

の
大
音

龍
太
郎
な

ど
が
共
同
し

て
醗
認

し
た
。

ハ

レ
ッ
ク

閏
o
自

網

類

讐
σq
霧

口

旦

ざ
。
犀
(
目
Q◎
H
α
1

謬

)
は

米

海

軍

の
將

軍

罫

甘

〒
Φ
8

。
冨

一

に

て

、
そ

の

国

冨
目
①
旨
駐

o
h
目
暮

霞

影

寓
o
昌
旦

09

目
欝
ミ

が
秋
吉

省

吾

P
犀
ζ
富

ぼ

OQ
ぎ

σ。
O

に
よ

つ
て
、

一
八
七

四

年

(
明
治
七

年

)

に
翻

課

さ
れ
、

一
八

七

八
年

に
東

京

に

て
獲

行

さ

3

●

日

本

の

國

際

法

の

受

容



噛

,

12

商

畢

討

ノ究

第
四
巻

第
三
號

ゆ

れ

て

い

る

。

ヘ
フ

タ

ァ

≧

σq
岳

♂

宅

出
び
9

葺

国

㊦
h
津
㊦
目

(
旨

㊤
㊦
ー

μ
Q◎
Q。
O
)

は

猫

逸

ベ

ル
リ

ン
大

学

の
敏

授

に

て
、

そ

の
著

『
欧

洲

國

際

ロ

法

』

U
謎

。
罎

o
b
鐵
8

ぽ
。
ぐ
α
涛

o
罎

Φ
。
冨

山
霧

Q
。
㎎
岩

白
夢
昌

碧

h

山
。
旨

葺

聲

①
ほ
σq
鴇

O
嵩

昌
自
宣
σq
害

を

、

荒

川

邦

藏

b
歪

匿

司
欝

學

昌
N
o

と
木
下
周

[

国
宣
塗
ぼ
蜜

聾
言
ざ
ぽ

と
が
共
繹
し

、

一
八
七
七
年

(
明
治
十
年
)

司
法
省
か
ら
出
版

さ
れ

て
い
る
。
本
書

は

ゲ

フ

ケ

ン

岡
・
　国
㊦
冒
目
ざ
び

Φ
o
箆
o
昇
㊦
口

の
佛

繹

も

あ

る

が

、

猫

文

か

ら

直

接

翻

諜

し

た

も

の
と

推

定

さ

れ

る

。

第

十

九

世

紀

初

頭

の
國

際

法

学

者

は

、

多

く

自

然

法

主

義

者

か

、

或

い

は

こ

の
系

統

に
近

い
折

衷

主

義

者

で

あ

つ
た

。

日

本

に
翻

鐸

紹

介

さ
れ

た

國

際

法

学

は

、

ウ

ィ
ー

ト

ン
、

オ

ル

ト

ラ

ン
、

ウ

ー

ル
ジ

イ

、

ハ

レ
ツ

ク

、

ブ

ル

ン
チ

ュ
リ

イ
な

ど

折

衷

的

見

地

に

立

つ

て

い

な

が

ら

す

べ

て
自

然

法

を

肯

定

す

る

も

の

で

、

こ

と

に

フ

ィ
ツ

セ
リ

ン
グ

の
立

場

は

、

純

粋

に
自

然

法

的

な

も

の

で

あ

る

。

ウ

ィ
ー

ト

ン

も

マ
ー

チ

ン

の
翻

課

に

よ

つ

て

、

自

然

法

的

な

傾

向

を

甚

し

く

増

加

し

て

い

る
。

ケ

ン
ト

、

ヘ

フ
タ

ア

、

マ
ル

テ

ン

ス
は

國

家

間

の
合

意

O
o
昌
く
o
暮

ご
話

を

重

覗

す

る

實

定

法

派

国
$

崔

く
駐
富

に
属

、し

て

い

る

よ

う

に

見

え

る

け

れ

ど

も

、

そ

の
キ

張

は

極

端

で

は
な

く

、

性

法

論

を

否

定

す

る

影

響

は

與

え

て

い
な

い

。

日

本

人

の
國

際

法

の

研

究

は

、
自

然

法

的

な

傾

向

を

持

つ
た

隊

米

諸

学

読

へ
の
接

近

か

ら

始

ま

つ
た

の

で

あ

る

。

(
註

五
)

尾
佐
竹

猛

『
國
際
法

よ
り

観
た
ろ
幕
末
外

交
物

語
』

一
九

三
〇
年

三
頁
、

三
七

八
i

三
五

二
頁

。
'

(
註

山ハ
)

目
・
Qα
・
　[
9
0
⊆
吋6暮
O
愉
〉

一
{肪
けO
H
曳

O
h
(
夢
「冒
二
9
コ

寓
冒
訟
O
口
Q謄
一ロ

O
ゴ
一冨
P℃
　Z
O
≦

ノ
ヨC
『犀
℃
H
O
N
ゆ
埴
や

蔭
Gゆ
O
。

、

(
註

七
)

H』
容
貫
Φ
箒
舶
名
・
o
首

℃
.
a
く。
・

(
註

八
)

ノ<
.
7
同程
餓
ギ

》

6
図
包
⑦
O
h
6
緯
び
餌
ざ

H
co
O
9

℃
唱
●
bの
ω
蔚

㈹
も。
㎝
.

}

…
r

'1
-
"
目
ケ
o
》
毛
帥
パ
2

ぴ
びq
o
h
6
繧
暴

㍉
O
O
評

℃
哨
.
bの
OQ
OO
醇

㏄
2

.

・

ー
i
ー
ー

」

日
冨

ピ
o
器

o
{
6
僧
9
騨
ざ

6
0
H
も

●醤

S

「

.
「

310
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爾呂

明
治
維
新
と
國
際
法

13

明
治
維
新

は
、
徳
川
將
軍
政
治

の
淡
落

で
あ

る
と
と
も

に
諸
政

の

一
新

で
あ
る
。
外
國
艦
船

の
來
航

は
、
確

か

に
徳
川
幕

府

の
基
盤

を

摘

り
動
か

し
た
。
幕

府

の
財
政

の
鋏

乏
、
武

士
階
級

の
貧

困
、
百
姓
農
民

の
窮

乏
な
ど

一
連

の
現
象

は
封
建
的
砒
会

の
内
部
的
崩
解
を
告

げ

る
も

の
で
あ

つ
た
。
所

々
に
勃
獲

し
た
百
姓

一
撲

や
浪
人

の
騒

擾

は
、
す

で
に
古

い
制
度

の
不
適
合

さ
を
端
的

に
表

示
す

る
に
い
た

つ

て
い
た
。
大
阪
及
び
堺
を
撮

鮎
と
す

る
新
興

0
金
貸
商

人
の
勢
力

は
、
新

し
い
時
代

の
到
來

を
示
す
黎
明

で
あ

つ
た

。
人

々
の
心
は
、
江

戸
幕

府
を
倒

し

て
、
京
都

の
天
皇

の
大
権

の
下

に
、
新

ら
し
い
政
治

の
改
革

と
経
濟

の
再
建
が
始
ま
る

こ
と
を
希
望

し
た
。

こ

の
維
新

と

改
革
を
促
進
し
た
運
動

の
旗

幟
は
、

「
尊
皇
擁
夷

論
」
、
で
あ

つ
た

。

一
八
六
七
年

(
慶
鷹

三
年
)
末

に
、
將

軍

徳
川

慶

喜

目
o
犀
鶴
σQ
蟄
毛
蟄

肖
o
ωぼ
員
o
げ
⊆

食
Q◎
QQ
刈
-
目
箪
㊤⇔
)
は
、
京
都

の
天
皇

に
大
政

を
奉
還
し
た
。
明
治
新
政
府

は
、
曾
皇
論

の
目

的
を
達

成

し
た
が
、
接
夷

の
政

策

に
迷

い
込
む
程

に
愚

鈍

で
は
な
か

つ
た

。
天
皇

の
復
位

を
宝
張

し
た
薩

長
そ

の
他
勤
皇

の
黙

派
は
、
幕
府
打
倒

の
職

術
か
ら
、
英
國

公

使

パ
ー
ク

ス

国
劉
昌
楓

の
・
用
鴛
犀
$

そ

の
他

の
外
交
團
と

の
連
絡

を
密

に
し

て
お
り
、
弱
艦
な
新
政
府
は
外
國

の
信
任

を
獲
得
す

る
こ
と

に
寧

ろ
熱

心

で
あ

つ
た
。
薩

長
は
す

で
に
下
關
事
件
以
來
撰
夷

ま
た
は
排
外
行
爲

の
不
可
能
な

こ
と
を
痛
感
し

て
い
た
o

さ
ら

に
眼
前

の

の

急
務
と
し

て
新
政
府

は
、
財
政
牧
入

の
必
要
か
ら
開
國
を
希

望
し
、
貿
易
業
者
か
ら

の
献

金
を
取
得

す
る
便
宜
も
考
慮

せ
ざ
る
を
え
な

か

つ
た

。
擾
夷
論
は
討
幕

の
職

術
で
あ

つ
た
が
、
新
政

の
政
略

と
は
な
り

之
な

か
つ
た
。
こ
こ
で
戦
術

の
轄
換
が
行

わ
れ
、
諸
政

の

一
新

を

行
う
と
と
も

に
、
徳

川
幕
府
が

い
や
く

な
が
ら

に
探
用
し

た
開
港
政

策
を
寧

ろ
積
極
的

に
推
進
す

る
こ
と
に
な

つ
た
。
こ

の
職
術

の
鱒

換

の
た

め
に
使
用
さ
れ
た

の
が

「
宇
内

の
公
法
」

の
概
念

で
あ
る
。

明
治
政
府

が
樹
立

さ
れ
た
時
は
、
丁
度

田
本

に
萬
國

公
法

の
思
想

が
膨
済
と
し

て
普
及
し

て
い
た

こ
と
は
、
前

節

で
述

べ
た
通

り
で
あ

る
。

マ
ー
チ

ン
に
翻

課
さ
れ
た
ウ

ィ
ー
ト

ン
の
萬
國
公
法
は
、
全
國

の
知
識
暦

に
よ

つ
て
讃
ま
れ

て
お
り
、
こ
の
萬
國

公
法
論
は
、
儒

教

日

本

の

國

際

法

の

受

容

311
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の
信
奉
者

に
と

つ
て
は
、
そ

の
天
道
思
想

と
結

び
つ
け
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
自

己
の
思
想

と
し

て
容

易

に
探
用
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
朱

子
学
者
依

「
格
物
窮
理
」

(
大
学
)

の
方
法

に
よ

つ
て
、
事
物

の
性
理
と
秩
序
と
を
見

い
だ
そ
う

と
し

て
き
た
が
、
寧

ろ
西
洋

の
自

然
法

　　

ぬ
　

思
想

の
根
擦

の
上
に
立

つ
近
代
科

学

の
方
が
、
よ
り
正
確
な
格

物
窮
理
で
あ
る
と
考

え
る
に

い
た

つ
た

。
こ
こ
に
お

い
て
古

い
東
洋
的
な

天
道
思
想
は
、
新

ら
し
く
欧
米

の
文
明
と
結
び
合
う

こ
と

に
よ
つ
て
新

政
府

の
改
革

の
原
動
力

と
な

つ
た
。

近

代
の
自
然
法
思
想

は
、
合
理
的
な
存
在
と
し

て
の
人
間

の
性
質

か
ら
引
き
出

さ
れ
る
行
爲

の
法
則

で
あ

る
。
自
然
法

は
事
物

の
性

理

と
秩
序

と
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら

、
寧

ろ
保
守

的

に
片
寄

る
傾
向
が
あ
る
ゆ

さ
れ
ど
、
自
然
法

の
理
想
的
な
面
を
取
り
出
し

て
、

現
實

の
制
度
を
批
判
す

る
と
き

に
は
、

こ
れ
は
攣
化
と
進
歩

の
道
具
と
な

る
で
あ

ろ
う
。
自
然
法
思
想
は
、
自
然
主
義

頃
暮
霞

鉦
ヨ
暮
で

あ

る
ば
か
り

で
な
く
、
観
念
論

H
自
o
畳

切営

の

要
素

を

持

つ

て
い
る
。
個
人
主
義

的
観
念
論

は
、
封
建

的
絶

封
主
義

と
封
決
す
る
な
ら

ざ

ば
、
自

由
放
任
を
主
張
す

る
啓
蒙
思
想

と
な

る
。
徳
川
幕
府

の
御
用
学
と
し

て
、
三
百
年
間

に
わ
た

つ
て
日
本

の
思
想
的
基
盤
を
な
し

て

ゆ

き
た
朱

子
学

は
、
西
洋

の
自
然
法

の
洗
禮
を
受

け
る
や
、
保
守

主
義

か
ら
革
新
主
義

へ
と
韓
換
す

る
契
機
を
提
供

し
た

の
で
あ
る
。
幕
府

の
當
局

が
、

ハ
リ

ズ
か
ら
聞

い
た
國
際
法
と

い
う
語

は
、
寧
ろ
國
際
間

の
常
例
な

い
し
慣
行

と
い
う
意
味
が
強
か

つ
た

が
、

マ
ー

チ

ン
の

漢

諜
本

が
輸

入
さ
れ
る
や
、

一
學

に
し
て
、
國
際
法
即

ち
自
然
法

で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

は
宇
内

の
公
法

(
天
地
の
公
道
)

で
あ
る
と
思

ひ

ご
む

に
い
た

つ
た
。
こ
こ
に
お

い
て
、
國
際
法

ピ
瀞
毛

o
』
男
暮
一〇
岸
・。

の
観
念
は
、
封

外
的
な

ら
び

に
樹
内
的
な
新
政
府

の
改
新

の
武
器

と
な

つ
た

の
で
あ
る
。

明
治

政
府
は
、
自
己
が
日
本
を
代
表
す
る
唯

一
の
合
法
的
政
府

自
o
甘
ま

O
o
〈
亀
昌
B
o
暮

.
で
あ

る
と

一
八
六
八
年

(
明
治

元
年
)

一

月

に
各
國

の
公
使
に
通
告
し
、
外
交
椹

を
猫
占

し
て

い
る

こ
と
を
明
ら

か

に
し
た
。
新
政
府

は
同
年

一
月
十

五
日

に
、
開
國
を
布

告
す

る

宣
言

を
稜
し
、
外
國
交
際

の
儀
は
、
宇
内

の
公
法
を
も

つ
て
取
扱
う

べ
き
こ
と
と
立
言
し
た
。

こ
れ
と
同
時

に
在
日
外
國
使
節

の
朝
見

の

計

聲
が
進

め
ら

れ
、

一
八
六

八
年

二
月
七
日

に
は
松
亭
慶
永

嵐
暮
聲

山
銘
蜀

同
o
答

冒
費
σq
夢

(
の
け
自
昌
撃
犀
目
)

(H
Q◎
虜
L

8
)
.
を
先
頭
と
す

312
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る
六
藩

の
藩
主
が
蓮
署

し
て
、
外

國

の
公
使

の
参
朝
を
許

さ
れ
ん

こ
と
を
総
裁
有
栖
川
宮

に
上
書
し

、
欧
米
諸
國
を
中
國

と
同

一
に
取
扱

い
、
朝

典
を

一
定
せ
ら
れ

、
萬
國
普
通

の
公
法

を
以

て
、
外
國
使
臣

の
参
朝

を
認

め

る
こ
と
に
賛
成

し
た
。

こ
の
六
藩

の
建
言

に
基
づ

い

て
、
二
月

十
五
日

に
公
使
参
朝

の
達

し
が
襲

せ
ら
れ

、
二
月
十
七
日

に
は
さ
ら
に
参
見

は
萬
國
普
通

の
吹
第

で
あ
る
と
布
告
し
、
同
日

の

太
政
官
代
三
職
か
ら

の
副
書

に
お

い
て
も
萬
國
普
通

の
公
法

に
よ
る
と
し

て
、
公
使
接
見
を
根
撮

づ
け

て
い
る
。
擾
夷
論
を
主
張

し

て
き

た
勢
力
が
政

椹
を

執
る
や
、
反
封

に
逆

に
積
極
的

に
開

國

に
韓
換
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
超
愛
國
的
な
輿
論

の
反
封
は
な

か
く

に
お
さ

ま
ら
す
、

こ
れ
を
制
御
す

る
た
め

の
當
局

の
苦

心
は
甚
大

で
あ

つ
て
、
萬
國
之
公
法
が

そ

の
鎭
翻
剤

に
使
用

さ
れ
た

わ
け
で
あ

る
。
二
月

三
十
日

に
佛
、
蘭

の
二
國

公
使
が
、

三
月
三
日

に
英
國

の
公
使
が
京
都

の
天
皇

に
拝
謁

を
絡
り
、
三
月

四
日
外
國

公
使

一
行

は

退

京
し

た
。
こ

、
に
わ
が
國
未
曾
有

の
新
例
た
る
外
國

公
使

の
謁
見
は
絡

つ
た

の
で
あ
る
が
、

こ
の
謁
見

の
際

に
お

い
て
外
國

公
使
は
立
禮

で
あ

つ
た
こ
と
も
當
時

の
月
本

に
あ

つ
て
は
特
記

に
値

い
す

る
。

パ
ー
ク

ス
公
使
襲

撃
事
件

に
鑑

み
、
政
府
は

一
八
六
八
年

三
月
四
日

に
萬
國
公
法

に
從

つ
て
外
國
使
節

の
安

全
を
保
護
す

べ
き

こ
と
を

宣
言

し
ハ
違

反
者

は
嚴
罰

に
虚
す

る
と
警
告
し
た
。
同

年

一
月

十
九
日

に
も
備
前

の
兵
士

の
英
人
を
傷

つ
け
た
事

件

の
廟
議

に
際

し

て
、

そ

の
虚

分
は
萬
國

之
公
法

に
任
す

よ
り
外
は
な

い
と

の
趣
旨
が
主
張

さ
れ
た

こ
と
は
、
非

常

に
興

味

深

く

感
じ
ら
れ
る
。
徳
川
慶
喜

の

不
忠

行
爲

の
責
任
を
論
す

る
に
當

つ
て
も

、
萬
國

公
法
論
が
飛

び
出
し
、

一
八
六
八
年

二
月

松

奉

慶

永
は
慶

喜

の
討

伐

の
中
止
を
懇
講

し
、
謹
愼
す

る
前
主
椹
者

の
慶

喜
を
問
責
す

る
こ
と
は

公
怯

に
反
す

る
と
い
う
議
論
が
行

わ
、れ
、
江
戸
城

の
明
け
渡
し

に
際

し

て
も
、

公

法
を
以

て
秩
序

あ

る
入
城
を
要

求
す

る
要
望
が
彊
く
読
か
れ
た
。

・

.

明
治
政
府

は
、

一
八

六
八
年
三
月

十
四
日
、

江
戸
総

攻
撃

の
前
夜

に
あ
た

つ
て
、

五
ヵ
條

の
綱
領
を
宣
言

し
た
。
そ

の
第

四
に
、
蕉
來

の
随

習
を
破
り

、
天
地

の
公
道

に
基
づ
く

べ
し
と
あ
り
、
開

國
と
改
革

の
國
是
は

こ
玉
に
確
立
す

る
に
い
た

つ
た
。

こ
の
第
四
項

の
交
言

は
、
木

戸
孝
允

国
蜀
o

円
2
降
ξ
畠
居

(
H
Q◎
Q⇔
㌣
ー
刈
刈
)

の
起
草

に
か

製
る
も

の
で
あ
り
、
彼

が
瓜
生
三
寅

の
翻
繹

し
た
ウ
ィ
ー
ト

ン
の
國
際

日

本

の

國

際

法

の

受

容

、313
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(
註

一
〇
)

法

論

の
影
響

を
受

け

て

い
た

こ
と

が
考

鐙

さ
れ

て
い
る

。

,

143

一
八
六
八
年

一
月
二
十
三
日
に
会
計
事
務
総
督

か
ら
、
三
百
萬
爾

の
國
債
を
募

集
す

る
布

告
が
獲

せ
ら
れ

、
そ

の
國

債
は
萬
國
普
通
之

公
法
を
以

て
、
速
か

に
返
濟

さ
れ

る
こ
と
を
約

束
し

て
い
る
。
當
時
は
國
際
法

が
流
行

で
、
何
事

に
も

こ
の
語
を

用
い
な
け
れ
ば
受
け
入

れ
ら
れ
な

か
つ
た
こ
と
が
解

る
の
で
あ
る
。
明
治
政
府

は
」

一
八
七

二
年
七
月

に
太
陰
暦

を
巖
し

て
、
太
陽
暦
を
探
用
し
た
が
、

と
れ
も

　　

ニ

　

萬
國

公
法

に
從

う
も

の

で
あ

る
と
鳴

り
物

入
り

で
宣
傳

し

た

。

世
界

に
お

い

て
、
日

本

の
明
治

維

新

ぼ

ど
、

國

際

法

が

、
國

内

法

に
強

い
影
響

を

與

え
た

國
家

は
他

に
な

い
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
明

治

の
初

年

に

お

い

て
は
、

日

本

人
は
國

際

法

が
國

内

法

に
優
位

す

る
事

實

を
知

つ
て

い
た

わ

け

で
あ

る
が

、
同

時

に
國

際

法

が

日

本

人

に
受

容

さ

れ

る

に
當

つ
て
は

、
東

洋

的
な

馴
致

と
解

糧

が
必

要

で
あ

つ
た

こ
と
も
了

解

さ

れ

る
。

(
註
九
し
.
格
物
窮
理
は
、

「
大
學
」
か
ら
の
援
用
句
で
、
朱
子
學

の
金
科
玉
條

で
あ

つ
た
。

朱
子
學

に
つ
い
て
ぼ
、
最
近
の
丸
山
眞
男
教
授

『
日
本
政
治

思
想
史
研
究
』

】
九

五
二
年
十
二
月
は
、
有
盆
な
解
明
な
與
え
て

い
ろ
。

(
註

日
○
)

尾
佐
竹
猛

『
維
新
前
後

に
於
け
る
立
憲
思
想
』

一
九
二
五
年
第
九
章
第
二
節
第
三
項
。

ロ

〔
註

一
一
)

島
崎
藤
村

『
夜
明
け
前
』
第

二
部

二
章

及
び
七
章
。
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